
平成３０年度    

危険物取扱者保安講習受講案内    

 

山 梨山 梨山 梨山 梨 県県県県    

((((一一一一社社社社 ))))山梨県危険物安全協山梨県危険物安全協山梨県危険物安全協山梨県危険物安全協会会会会 
 

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２３の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関

する講習を次により実施します。 

 

１ 受講対象者 

危険物取扱者免状の交付を受けている者のうち、危険物製造所、貯蔵所又は取扱所におい

て、現に危険物の取扱作業に従事している次のいずれかに該当する者 

（１） 継続して危険物取扱作業に従事している方 

 前回受講日以後における最初の４月１日から３年以内に受講   

（２） 新たに従事する方、または、再び従事することになった方 

   危険物取扱作業に従事することになった日から１年以内に受講   

（３） 上記（２）の方のうち従事することとなった日からさかのぼって２年以内に免状の交付または 

講習を受けた方 

   免状交付日または前回の受講日以後における最初の４月１日から３年以内に受講  

この講習期限内に受講しませんと、消防法第１３条の２第５項の規定に基づき免状の返納を 

命ぜられることがありますので注意してください。 

      

２ 講習の種別 

講習の種類 講習の対象となる危険物取扱者 

給 油 取 扱 所 講 習 
給油取扱所において危険物の取扱作業に従事している 

危険物取扱者 

そ の 他 講 習 
給油取扱所以外の危険物施設において危険物の取扱

作業に従事している危険物取扱者 

 

３ 講習実施日及び会場 

(裏面へつづく) 

講 習 日 講    習    会    場 定 員 

９月２５日（火） 山 梨 県 自 治 会 館 （甲府市蓬沢１－１５－３５） ２００人 

９月２６日（水） 富 士 吉 田 市 民 会 館 （富士吉田市緑ヶ丘２－５－２３） １５０人 

９月２７日（木） 笛 吹 市 ス コ レ ー セ ン タ ー （笛吹市石和町広瀬６２６－１） １５０人 

１０月２日（火） 櫛 形 生 涯 学 習 セ ン タ ー （南アルプス市小笠原１０６０－１） ２８０人 



４ 講習当日の受付時間及び講習時間と講習科目 

講習の種別 受付時間 講習時間 講習科目 

給 油 取 扱 所 講 習 9:00～9：30 9:30～12:30 

そ の 他 講 習 13:00～13:30 13:30～16:30 

① 危険物関係法令に関する事項 

                  1 時間 

② 危険物の火災予防に関する事項 

                  2 時間 

(給油取扱所・その他講習共通) 

 

５ 受講申請の受付期間 

（１） 平成３０年８月２０日（月）から平成３０年８月２４日（金） 

（２） 午前９時から１２時 ・ 午後１時から４時 
    

６ 受講申請の受付場所 

  各消防本部 ・ (一社)山梨県危険物安全協会(甲府法人会館２階) 

７ 受講申請に必要な書類等 

 （１） 受講申請書   山梨県防災局消防保安課、各消防本部、山梨県危険物安全協会に準備

してあります。（協会のホームページからもダウンロードできます。） 
 

 （２） 受講手数料   ４，７００円４，７００円４，７００円４，７００円      受講手数料は申請書の手数料欄に山梨県収入証紙を 

          （講習用テキストを含む）   貼ってください。山梨県収入証紙は、山梨中央銀行本店 

                          及び支店等で販売しています。 

                              （収入印紙と間違えないこと） 

（３） 危険物取扱者免状  
   
 

８ 受講上の留意事項 

（１） 受講当日は、受講票、危険物取扱者免状、筆記用具を必ず持参してください。 

（２） 遅刻又は早退をすると受講したことにはなりませんので注意してください。 

（３） 講習会場の駐車台数には限りがありますので、なるべく他の交通機関等をご利用ください。 
    

９ そ の 他 

（１） 申請後の受講取り消し、又は受講しなかった場合でも手数料、提出書類はお返ししません。 

（２） 講習指定日の変更は、原則として認められません。 

（３） 台風その他の事情により講習会を中止または延期する場合には、山梨県危険物安全協会

のホームページに掲載します。 

（４） 詳細についての問い合わせ先 

  ア 山梨県防災局消防保安課（防災新館４階）          電話 ０５５－２２３－１４３４ 

  イ （一社）山梨県危険物安全協会                  電話 ０５５－２２７－１５９７ 

          甲府市中央４－１２－２１ 甲府法人会館２階 

  ウ 各消防本部 


